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１ 都市計画の概要 

 

（１）都市計画のあらまし 

「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設

の整備及び市街地開発事業に関する計画である、と都市計画法に定義されています。 

富士山そして箱根の山々に囲まれた高原都市として、御殿場市の将来のあるべき姿を想

定し、適正な規制や誘導、整備を行うことで、むやみな乱開発を防ぎ、あるべき都市の姿

を目指していくことが都市計画の目指すところです。 

具体的な都市計画を定める際は、総合計画や国土利用計画、県の区域マスタープラン、

市の都市計画マスタープランなどの、上位計画に即した内容が定められます。 

 

（２）都市計画区域の変遷 

 都市計画区域とは様々な条件を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発・保全

する必要がある区域の事を指します。 

御殿場市では過去４回に渡って都市計画区域の決定及び変更をしてきました。現在は、

演習場や富士山（国立公園区域）などを除く約 11,423ha が指定されています。 

＜都市計画区域変遷図＞ 

▲富士山 

 

都市計画区域外 

都市計画区域 

決 定 告 示
年 月 日

決 定 告 示
番 号

説 明

御殿場・富士岡・原里・玉穂・印
野・高根地区の一部を追加、御殿
場小山広域都市計画区域となる

H ４ . ７ .28
静岡県公報

第365号公告
中畑・川柳・印野の一部を追加

凡
例

区 域 界

S12. １ .13 御殿場地区(旧御殿場町）の一部

S31. 12.21
建設省告示
第2026号

富士岡・原里・玉穂・高根地区の
一部を追加

S46.10. １
静岡県公報

第8398号公告
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（３）都市計画の種類 

 

  

※赤字＝御殿場市において都市計画決定されているもの

第一種低層住居専用地域 

区域区分 市街化区域

市街化調整区域

地域地区 用途地域

特別用途地区、特定用途制限地域 第二種低層住居専用地域 

高度地区 第一種中高層住居専用地域 

高度利用地区 第二種中高層住居専用地域 

土
地
利
用

防火地域、準防火地域 準住居地域 

景観地区

近隣商業地域 風致地区 

生産緑地地区　ほか 工業地域 

都市再生特別地区 第一種住居地域 

特定街区 第二種住居地域 

緑地保全地域､特別緑地保全地区､緑化地域 商業地域 

流通業務地区 準工業地域 

集落地区計画 

促進区域 市街地再開発促進区域 

土地区画整理促進区域 

住宅街区整備促進区域 

拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域 

地区計画等 地区計画 

防災街区整備地区計画 

沿道地区計画 

道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ﾀｰﾐﾅﾙ、その他の交通施設

公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地

水道、電気供給施設、ガス供給施設、その他の供給施設 

下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設
都
市
施
設

河川、運河、その他の水路 

学校、図書館、研究施設、その他の教育文化施設 

病院、保育所、その他の医療施設または社会福祉施設 

市場、と畜場、火葬場

工業専用地域 

田園住居地域

市
街
地
開
発
事
業

新住宅市街地開発事業 

工業団地造成事業 

市街地再開発事業 

新都市基盤整備事業 

住宅街区整備事業 

防災街区整備事業 

土地区画整理事業 

一団地の住宅施設 

一団地の官公庁施設 

流通業務団地 

電気通信事業の用に供する施設 

防風・防火・防水・防雪・防砂・防潮の施設 

歴史的風致維持向上地区計画 
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２ 都市計画決定状況 

行政区域人口 ８2，979   人※1 

行政区域面積 約 １９，４９０ ｈａ※2 

都市計画区域面積 約 １１，４２３ ｈａ※2 
※ 令和 7 年 3 月 31 日現在          【出典】令和 7 年３月 静岡県の都市計画（資料編） 

 

（１）決定状況等 令和 8 年３月３１日現在 

 

（２）整備状況等 令和 7 年３月３１日現在 

 

決 定 （ 変 更 ） 年 月 日 等

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 164.0 ha 14.0%
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 9.6 ha 0.8%
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 178.3 ha 15.3%
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 55.5 ha 4.7%
第 一 種 住 居 地 域 171.1 ha 14.6%
第 二 種 住 居 地 域 115.5 ha 9.9%
準 住 居 地 域 24.0 ha 2.1%
近 隣 商 業 地 域 13.4 ha 1.1%
商 業 地 域 13.1 ha 1.1%
準 工 業 地 域 43.0 ha 3.7%
工 業 地 域 51.2 ha 4.4%
工 業 専 用 地 域 330.6 ha 28.3%

合 計 1169.2 ha 100%
特 別 業 務 地 区 H　７.　７.17　変　更
大 規 模 集 客 施 設 制 限 地 区 H 28.  11.  8　決　定
高 度 地 区 H 19.    6.  1　決　定

駅　前　第　一　地　区
S 59.  10.  3　決　定

準 防 火 地 域 R　４.　３.　１　変　更
二 の 岡 地 区 H　７.　７.17　変　更
東 田 中 鮎 沢 地 区 H　７.　７.17　変　更
神 場 南 地 区 H 30.　 1.23　変　更
東 部 幹 線 沿 線 地 区 H 19.    6.  1　決　定
御 殿 場 駅 東 地 区 H 31.    2.  8　変　更
富 士 御 殿 場 地 区 R　５.　３.　1　変　更
御殿場駅箱根乙女口広場周辺地区 H 31.    2.  8　決　定
富 士 見 原 地 区 計 画 R 8.    3.  31　決　定

3.9 ha

43.0 ha

1.4 ha

地区
計画

12.5 ha
32.9 ha
33.4 ha

3.0 ha
4.4 ha

33.2 ha

高 度 利 用 地 区 0.8 ha

地
　
域
　
地
　
区

30.8 ha

5.5 ha

26.4 ha

R　8.　３.　3１　変　更

区 分 計 画 決 定 （ 変 更 ）
市 街 化 区 域 1,169.2 ha
市 街 化 調 整 区 域 10,253.8 ha

R　8.　３.31　変　更

整備率
道 路 23路線 90,980ｍ 16路線 45,760ｍ 50.4% 概成済延長除く
公 園 10か所 19.80ha 10か所 15.40ha 77.8%

下 水 道
排水・処理

区域
813ha

排水・処理
区域

628ha 77.2%

汚物処理場 1か所 2.2ha 1か所 2.2ha 整備済
衛生センター
　S58.３.９決定

火 葬 場 1か所 0.7ha 1か所 0.7ha 整備済
斎場
　S54.８.13決定

そ の 他 の
処 理 場

1か所 11.3ha 1か所 11.3ha 整備済
ごみ処理総合施設
　H22.10.28決定

土 地 区 画
整 理 事 業

2か所 66.3ha 2か所 66.3ha 事業完了

東田中鮎沢
　32.9ha
神　場　南
　33.4ha

市 街 地
再開発事業

1か所 0.4ha 1か所 0.4ha 事業完了
駅前 Ｂ-１
・Ｃ-１地区

開
発
事
業

市
街
地

区 分
計 画 決 定 整 備 状 況

説 明

都
市
施
設

延長又は面積 延長又は面積

【出典】令和 7 年３月 静岡県の都市計画（資料編） 
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３ 区域区分（市街化区域及び市街化調整区域） 

 

都市の無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るため、都市計画区域は市街化区

域と市街化調整区域に区分されます。これがいわゆる「線引き※1」と呼ばれるものです。 

市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的

に市街化を誘導する区域であり、市街化調整区域は反対に市街化を抑制し、自然環境等を

保全する区域です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 分
決 定 ( 変 更 )
告 示 年 月 日

決 定 告 示
番 号

説 明

用 途 地 域 S48. ８ .14
静 岡 県 告 示
第 787 号

用途地域の決定

S51. 10.12
静 岡 県 告 示
第 782 号

都市計画区域内の線引き ※1

（市街化区域及び市街化調整区域の決定）

S59. 10.30
静 岡 県 告 示
第 934 号

市街化調整区域の一部を市街化区域へ変更
（神場・板妻 3.2ha）

H ４ . ７ .28
静 岡 県 告 示
第 680 号

市街化区域の一部を市街化調整区域へ変更
（駒門 10.8ha）
都市計画区域の変更（中畑ほか95.0ha）

H ９ .11.14
静 岡 県 告 示
第 961 号

市街化調整区域の一部を市街化区域へ変更
（新橋ほか 1.1ha、神場 33.7ha）

H28. ３ .25
静 岡 県 告 示
第 376 号

市街化調整区域の一部を市街化区域へ変更
（神場 33.2ha）

R8. ３ .31
静 岡 県 告 示
第 239 号

市街化調整区域の一部を市街化区域へ変更
（夏刈南部・板妻南工業団地 29.7ha）

市 街 化 区 域
及 び
市 街 化 調 整 区 域

都市計画区域外 

（約 8,067ha） 都市計画区域 
（約 11,423ha） 

 

市街化区域 

（約 1,169ha） 

 

市街化調整区域 
（約 10,254ha） 

（白地） 

 

市全域（行政区域） 

（約 19,490ha）※2 

※2 【出典】国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調（令和４年 1 月 1 日時点） 

平成 26 年から面積測定法の変更があり、市の面積に変更があったため行政区域の面積は変更後の面積を記載している（+５ha）。なお、内訳の

面積については便宜上、都市計画区域外の面積に増加分の面積を加えている。 
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４ 地域地区 

 地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、地域ごとに 

一定の制限を定めることにより、適正で合理的な土地利用を図る制度です。 

（１）用途地域 

 用途地域は、市街化区域の土地を１３種類の利用用途に分け、どこにどんな規模・ 

種類の建物を建てられるか定めることにより、良好な都市環境と適正な都市機能を確保

しようとするものです。 

区  分 
建蔽率/ 

容積率(％)※1 
 

 

低層住宅のための地域で、住宅や小規模なお店をかねた住宅、小中学校、診療所、公共施設

などが建てられます。 

40/80 
50/80 
50/100 

 
 

主に低層住宅のための地域で、第一種低層住居専用地域に建てられるもののほか、床面積が

150 平方メートル以下のお店（コンビニ位の大きさ）などが建てられます。 

60/100 

 

 

中高層住宅のための地域で、第二種低層住居専用地域に建てられるもののほか、大学や病

院、床面積が 500 平方メートル以下のお店などが建てられます。 

40/100 
60/150 

 

 

主に中高層住宅のための地域で、第一種中高層住居専用地域に建てられるもののほか、床面

積が 1,500 平方メートル以下のお店や事務所などの利便施設が建てられます。 

60/150 

60/200 

 

 

住居の環境を守るための地域で、第二種中高層住居専用地域に建てられるもののほか、床面

積が 3,000 平方メートル以下のお店や事務所、ホテルなどが建てられます。 

60/200 

 

 

主に住居の環境を守るための地域で、第一種住居地域に建てられるもののほか、床面積が 3,000

平方メートルを超えるお店や事務所、ホテルなどのほか、カラオケボックスなどが建てられます。 

60/200 

 

 

道路の沿道地域にふさわしい施設と住宅との調和を図る地域で、第二種住居地域に建てられ

るもののほか、客席が 200 平方メートル未満の劇場などが建てられます。 

60/200 

 

 

住宅と農地が調和した良好な居住環境と営農環境の形成を図る地域で、低層住居専用地域に

建てられるもののほかに、農産物の販売店舗、農業用倉庫などの農業用施設が建てられます。 

－ 

 

 

周辺の住民が日用品などの買い物をするための地域で準住居地域に建てられるもののほか、

小規模な工場などが建てられます。 

80/200 

80/300 

 

 

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、近隣商業地域に建てられるもののほ

か、風俗店や、一定規模の工場なども建てられます。 

80/400 

第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

準住居地域 

第二種住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

田園住居地域 
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主に軽工業の工場などが立地する地域で、周辺環境を悪化させるおそれのある工場のほか

は、ほとんどの建物が建てられます。 

60/200 

 

 

どんな工場でも建てられる地域で、住宅やお店も建てることができますが、学校や病院、ホ

テルなどを建てることはできません。 

60/200 

 

 

どんな工場でも建てられる地域ですが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどを建てること

ができません。 

60/200 

 

※1 建蔽率/容積率は本市で都市計画決定されている数値のみ表示。市街化調整区域は『 建蔽率/容積率(%) = 60 / 200 』 

※2 一部に高度地区の指定あり 

 

種　　類
第二種低層

住居専用地域

第一種

住居地域

面積(ha) 149.0 11.0 4.0 9.6 7.7 170.6 43.5 12.0 171.1

容積率(%) 80以下 80以下 100以下 100以下 100以下 150以下 150以下 200以下 200以下

建蔽率(%) 40以下 50以下 50以下 60以下 40以下 60以下 60以下 60以下 60以下

外壁後退距離 - - - - - - - - -

最低敷地面積(㎡) 180㎡ - - - - - - - -

高さの限度(m) 10ｍ 10ｍ 10ｍ 10ｍ - ※2 - - -

種　　類
第二種

住居地域

準住居

地域

田園住居

地域

商業

地域

準工業

地域

工業

地域

工業専用

地域

面積(ha) 115.5 24.0 0.0 10.0 3.4 13.1 43.0 51.2 330.6

容積率(%) 200以下 200以下 - 200以下 300以下 400以下 200以下 200以下 200以下

建蔽率(%) 60以下 60以下 - 80以下 80以下 80以下 60以下 60以下 60以下

外壁後退距離 - - - - - - - - -

最低敷地面積(㎡) - - - - - - - - -

高さの限度(m) - - - - - - - - -

第一種低層

住居専用地域

第一種中高層

住居専用地域

第二種中高層

住居専用地域

近隣商業

地域

名 称
決 定 ( 変 更 )
告 示 年 月 日

決 定 ( 変 更 ) 告 示 番 号 説 明

S48. ８ .14 静岡県告示 第 787号
第一種住居専用地域・第二種住居専用地域・住居地域・近隣商業地域・商

業地域・準工業地域の決定

S51. 10.12 静岡県告示 第 789号
第一種住居専用地域・第二種住居専用地域・住居地域・工業地域・工業専

用地域の追加削除変更

S59. １ .27 静岡県告示 第 78号
第一種住居専用地域・住居地域の変更、建蔽率・容積率の変更

（二の岡地区）

S59. 10.30 静岡県告示 第 935号 工業専用地域の追加変更(神場・板妻地区）

H ３ .12.24 静岡県告示 第1093号
第一種住居専用地域・第二種住居専用地域・住居地域の変更

（東田中鮎沢土地区画整理地内）

H ４ . ７ .28 静岡県告示 第 681号 工業専用地域の削除変更(駒門工専内）

H ７ . ７ .17 御殿場市告示　第105号
都市計画法の改正に伴う用途地域の決定

（用途地域の細分化、最低敷地面積の指定）

H ９ .11.14 御殿場市告示　第136号 第一種住居地域（東名側道）・工業専用地域(神場）の追加変更

H11. ３ .10 御殿場市告示 第 27号 工業専用地域・工業地域の変更(神場南土地区画整理地内）

H14.11.22 御殿場市告示　第195号 建築基準法・都市計画法の改正に伴う建蔽率の決定

H19. ６ .1 御殿場市告示　第142号
第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域の

変更（東部幹線沿線）

H26. ３ .31 御殿場市告示 第 91号
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域

の変更（新橋深沢線の開通箇所の沿線）

H28. ３ .25 御殿場市告示 第 78号 工業専用地域の変更（富士御殿場工業団地）

H31. ２ . ８ 御殿場市告示 第 43号
第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域の変更

（箱根乙女口広場、箱根乙女口線、新橋深沢線の整備）

R 4. 3. 1 御殿場市告示 第 83号
第一種住居地域・商業地域の変更

（新橋茱萸沢線の整備）

R 8. 3. 31 御殿場市告示　第147号 工業専用地域の変更（夏刈南部・板妻南工業団地）

用
途
地
域

準工業地域 

工業地域 

工業専用地域 
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名 称 面 積 備 考

特別業務地区 30.8ha

　以下のものは建築できない
① 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの。た
だし、自動車修理工場を除く。
② 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類
するもの。
③ キャバレー、料理店その他これらに類するもの。
④ 商業地域に建築してはならない工場及び危険物の貯蔵又は処理に供するも
の。

大規模集客施設
制限地区

43.0ha

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用
途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ
の他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分（劇場、映
画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限
る。）の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは建築してはならない。

（２）特別用途地区 

特別用途地区は、特別の目的から土地利用の増進や環境の保護などを図るために、用途
地域の指定を補完して定める地区です。用途地域が全国一律の制限を加えるのに対し、各

地域の実情やまちづくりの目的に応じた制限等ができます。御殿場市では、「特別業務地区」
と「大規模集客施設制限地区」を決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高度地区 
 高度地区は、良好な住環境を保護するため、建物の高さの制限を定めた地区です。御殿

場市では、御東原循環線沿いの第一種中高層住居専用地域約 5.5ha を指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）高度利用地区 

 高度利用地区は、市街化における土地の合理的な有効利用を図るため、建築面積の最低

限度、建蔽率の最高限度、容積率の最高・最低限度、壁面の位置の制限などを定めた地区
です。なお、市街地再開発事業は、この地区内でなければできないことになっています。

御殿場市では、JR 御殿場駅前の商業地域約 0.8ha を指定しています。 
 

  

名 称 面 積 建 築 物 の 高 さ の 最 高 限 度 ま た は 最 低 限 度 備 考

建築物の各部分の高さは以下の数値以下とする

　　　　最高限度　　　　　    　　　１０m

　　　　北側斜線控除高さ      　 　　　５m
　　　　北側斜線勾配　　　    １：１．２５
　上記数値は地盤面からの高さとする。また、北側斜線の基準点は当該部分から

真北方向の前面道路の反対側の境界線または隣地境界線とする。

１．制限の緩和

　建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面から、１ｍ以上低い場合は、その

敷地の地盤面は、北側隣地との高低差から１ｍを引いた数値の２分の１だけ高い
位置にあるものとみなす。

　上記の規定のうち、北側の隣地については、北側に前面道路がある場合は、そ
の道路の反対側の隣接地を北側隣地とする。また、地盤面については、隣地に建
築物がない場合においてはその敷地の地表面を地盤面と同様に扱う。

（これらは以下同様とする。）

２．高さの特例

　市長が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めたもの又は、公益上やむ
を得ないと認めたものは、高度地区で規定する高さを超えて建築することができ
る。

高度地区
（最高限度）

5.5ha

第一種及び第二種低

層住居専用地域に準
じた絶対高さ制限及
び北側斜線制限

名 称 面積
容積率の
最高限度

容積率の
最低限度

建蔽率の
最高限度

建築面積の
最低限度

備 考

高度利用地区
（御殿場駅前
第１地区）

0.8ha 450% 200% 70% 200㎡
壁面の位置
の制限あり

　注）ただし、建蔽率の最高限度は、建築基準法第５３条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当する建築物にあっては10％、

　　　同項第１号及び第２号に該当する建築物又は第４項第１号に該当する建築物にあっては20％を加えた数値とする。
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JR御殿場駅

東名御殿場IC

御殿場市役所

（５）準防火地域 

 準防火地域は、建築密度の高い市街地において、建造物の不燃化を図り、火災の発生を

防止する地域です。大きな建物は耐火建築物にする、木造の建物は延焼のおそれのある部

分を防火構造とする、などの制限があります。御殿場市では、商業地域と近隣商業地域の

全域約 2６.４ha を指定しています。なお、準防火地域を除く都市計画区域全域を建築基

準法第 22 条区域として指定しています。 

<特別用途地区、高度地区、高度利用地区、準防火地区の決定状況> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東名御殿場ＩＣ周辺については、特別業務地区と大規模集客施設制限地区の制限がかかります。 

特 別 業 務 地 区

大規模集客施設制限地区

高 度 地 区

高 度 利 用 地 区

準 防 火 地 区

凡　　　　　　　　例

voiceⓋ

voiceⓋ

voiceⓋｖｖ

voiceⓋｖｖ

voiceⓋｖｖ

S48. ８.14
御殿場市告示
第 71 号

東名御殿場ｲﾝﾀｰ周辺の準工業地域に特別業務地区を決定　39.4ha

H ７.  7.17
御殿場市告示
第 108 号

都市計画法の改正に伴い特別業務地区を変更　30.8ha

H28.11.  ８
御殿場市告示
第 321 号

全ての準工業地域に大規模集客施設制限地区を決定　43.0ha

高 度 地 区 H19.  ６.  1
御殿場市告示
第 143 号

都市計画道路一部開通に伴う一部変更　5.5ha

高 度 利 用 地 区 S59.10.  ３
御殿場市告示
第 140 号

御殿場駅前第1地区　0.8ha

S48.  ８.14
御殿場市告示
第 73 号

近隣商業地域及び商業地域　19.8ha

H ７.  7.17
御殿場市告示
第 107 号

都市計画法の改正に伴う準防火地域の変更　24.0ha

H31.  ２.  ８
御殿場市告示
第 44 号

用途地域（近隣商業地域）の変更に伴う準防火地域の変更　2６.3ha

R 4. 3. 1
御殿場市告示
第 84 号

用途地域（商業地域）の変更に伴う準防火地域の変更　2６.4ha

区　　分
決 定 ( 変 更 )
告 示 年 月 日

決 定 ( 変 更 )
告 示 番 号

説　　明

準 防 火 地 区

特 別 用 途 地 区
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５ 地区計画 

 地区計画とは、地区レベルのきめ細かいまちづくりを目的とする都市計画です。比較的
小規模な一体の地区ごとに、計画目標や土地利用の方針を定め、それぞれの地区の特性を

生かして一体的に良好な環境を整備、開発、保全することを目的として、住み良いまちづ
くりを目指すものです。地区計画が定められた区域で開発や建築等を行うときは、地区計

画の内容に適合していることが必要です。 
 御殿場市では、下記の表のとおり、合計 8 地区において地区計画を定めています。 

 
＜地区計画でできること＞ 

 地区計画においては、地区計画の目標と方針を定め、必要に応じて地区のまちづくりの

内容を具体的に盛り込む地区整備計画を定めることができます。 

 

 

 

 

 

  

地区計画名称
決定(変更)
告示年月日

告　示　番　号 面　積

S58.11. ４ 御 殿 場 市 告 示 第 148 号

H ７ . ７ .17 御 殿 場 市 告 示 第 109 号

H ３ .12.24 御 殿 場 市 告 示 第 181 号

H ７ . ７ .17 御 殿 場 市 告 示 第 110 号

H ９ .11.14 御 殿 場 市 告 示 第 137 号

H11. ３ .10 御 殿 場 市 告 示 第 28 号

H30. １ .23 御 殿 場 市 告 示 第 13 号

東部幹線沿線地区計画 H19. ６ . １ 御 殿 場 市 告 示 第 144 号 3.0ha

H26. ３ .31 御 殿 場 市 告 示 第 92 号

H31. ２ . ８ 御 殿 場 市 告 示 第 45 号

H28. ３ .25 御 殿 場 市 告 示 第 79 号

R２.５.１４ 御 殿 場 市 告 示 第 205 号

R 4. 3. １ 御 殿 場 市 告 示 第 85 号

R ５ . 3. １ 御 殿 場 市 告 示 第 50 号

御殿場駅箱根乙女口広場
周 辺 地 区 計 画

H31. ２ . ８ 御 殿 場 市 告 示 第 46 号 3.9ha

富 士 見 原 地 区 計 画 R８.３.３１ 御 殿 場 市 告 示 第 149 号 1.4ha

富 士 御 殿 場 地 区 計 画 33.2ha

4.4ha御 殿 場 駅 東 地 区 計 画

二 の 岡 地 区 計 画 12.5ha

東 田 中 鮎 沢 地 区 計 画 32.9ha

神 場 南 地 区 計 画 33.4ha

地区整備計画で定める内容 

１．地区施設の配置及び規模 

 皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地

区施設として定めて確保することができます。 

２．建築物やその他の敷地などの制限に関すること 

 ア．建築物等の用途の制限 

 イ．建築物の容積率の最高限度又は最低限度 

 ウ．建築物の建蔽率の最高限度 

 エ．建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度 

 オ．壁面の位置の制限 

 カ．壁面後退区域における工作物の設置の制限 

 キ．建築物等の高さの最高限度又は最低限度 

 ク．建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 ケ．建築物の緑化率の最低限度 

 コ．垣又はさくの構造の制限 
３．その他、土地利用の制限に関すること 

 現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊

さないように制限することができます。 

建蔽率、
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東田中鮎沢地区計画

富士御殿場地区計画

東部幹線沿線地区計画

御殿場駅箱根乙女口

広場周辺地区計画

御殿場駅東地区計画

二の岡地区計画

富士見原地区計画

富士御殿場地区計画 神場南地区計画

<地区計画区域 位置図> 
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６ 都市施設 

 都市施設とは、円滑な都市活動と良好な都市環境が確保できるよう配置される交通施設

(道路、駐車場等)や公共空地(公園、緑地等)、供給施設又は処理施設（水道、電気、下水道

等）などの総称であり、必要なものを都市計画で定めます。また、特に必要があるときは、

都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができます。 

 なお、都市計画道路などの都市計画施設の区域内においては、「公有地の拡大の推進に関

する法律」に基づき、土地所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要が

あるほか、土地の買取り希望の申し出をすることができます。 

 

（１）駅前広場 

 駅前広場は、駅前における安全で円滑な交通を確保するため、鉄道とバス・タクシー・

自家用車など他の交通機関との結節点として、鉄道駅前に設置される広場です。同時に市

の顔ともいうべき空間としての性格や、都市防災上の役割などもあわせ持っています。 

 御殿場市では、平成 15 年 6 月に約 5,800 ㎡の御殿場駅前広場の整備を完了しました。

なお、現在の駅舎は、昭和 62 年 3 月に完成したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市公園（都市計画公園） 

公園は、市民生活に潤いと安らぎをもたらすとともに、環境の保全や人々の健康増進等

の機能を有し、災害時の避難場所としても利用されます。また、都市景観を構成するもの

としても欠かせません。 

 一般に、「公園」と呼ばれるものは、営造物公園と地域制公園に大別され、次のように

分類されます。 

公
園 

営造物公園 

国が設置する 
公園 

国民公園 

（皇居外苑、新宿御苑、京都御苑） 
環境省設置法 

都市公園（国営公園） 
都市公園法 

地方公共団体が

設置する公園 

都市公園 

その他の公園 条例 

地域制公園 国立公園、国定公園、都道府県立自然公園 自然公園法 

 このうち、都市計画が取り扱う公園は、都市計画法第 4 条第 6 項に規定する公園（都

市計画に定められたもの）で、都市公園法第 2 条の規定にも適合する施設（都市公園と

して開設するもの）が対象です。  

現在の御殿場駅前 昭和 59 年頃の御殿場駅前 
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 ＜都市計画決定された公園一覧＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜公園の種別について（代表例）＞ 

 

 

公
園
種
別 

街 区
公 園 

主として街区内に居住する者が利用するこ
とを目的とする公園で、１箇所あたり面積
0.25ha を標準として配置 

近 隣
公 園 

主として近隣に居住する者が利用すること
を目的とする公園で、１箇所あたり面積２
ha を標準として配置 

地 区
公 園 

主として徒歩圏内に居住する者が利用する
ことを目的とする公園で、１箇所あたり面
積４ha を標準として配置 

総 合
公 園 

都市住民全般の休息、緩衝、運動等総合的
な利用を目的とする公園で、都市規模に応
じて、１箇所あたり面積 10ha～50ha を
標準として配置 

運 動
公 園 

主として都市住民全般の運動に利用するこ
とを目的とする公園で、都市希望に応じ
て、1 箇所あたり面積 15ha～75ha を標
準として配置 

特 殊
公 園 

風致公園、墓園等の特殊な公園で、その目
的に則し配置する。 

広 域
公 園 

主として広範囲の人々のクリエーションの
ための公園で、広域的なブロック単位ごと
に 1 箇所あたり 50ha 以上を標準として配
置 

＜都市計画公園の番号について＞ 

 
 
 
 
 

区分２ 街区公園 

区分３ 近隣公園 

区分４ 地区公園 

区分５ 総合公園 

区分６ 運動公園 

区分７、８ 特殊公園 

区分９ 広域公園 

 

区分 規模 

区分ごとの一連番号 

「３ ・３ ・１  富士岡公園」 

規模２ 面積 001ha 未満 

規模３ 面積 001ha 以上 004ha 未満 

規模４ 面積 004ha 以上 010ha 未満 

規模５ 面積 010ha 以上 050ha 未満 

規模６ 面積 050ha 以上 300ha 未満 

規模７ 面積 300ha 以上 

 

都市計画公園の名称 

番　　号 公　園　名

2 ・ 2 ・1 新 橋 公 園 街区 S52. ８ .18
御殿場市告示
第 77 号

旧郵便局跡地　0.10ha
S55.12開設

2 ・ 2 ・2 馬 車 道 公 園 街区 S54. ８ .13
御殿場市告示
第 84 号

旧警察署跡地　0.19ha
S56.12開設

2 ・ 2 ・3 二 の 岡 公 園 街区 S58.11. ４
御殿場市告示
第 146 号

二の岡土地区画整理事業区域内　0.40ha
S59.12開設

2 ・ 2 ・4 二 枚 橋 公 園 街区 H11. ３ .10
御殿場市告示
第 30 号

旧保健所跡地　0.23ha
H12.4開設

2 ・ 2 ・5 永 原 公 園 街区 H14.11.20
御殿場市告示
第 193 号

旧東富士畜産指導所跡地　0.50ha
H15.4開設

2 ・ 2 ・6
南 ふ れ あ い

自 然 公 園
街区 H17. ４ .13

御殿場市告示
第 82 号

東部幹線新橋字堀前地先　0.78ha
H19.4開設

3 ・ 3 ・1 富 士 岡 公 園 近隣 H11. ３ .10
御殿場市告示
第 30 号

旧富士岡中学校跡地　1.8ha
H12.4開設

3 ・ 3 ・2 神 場 南 公 園 近隣 H11. ３ .10
御殿場市告示
第 30 号

神場南土地区画整理事業地内　1.0ha
H15.4開設

4 ・ 4 ・1 御殿場中央公園 地区 S56. ４ . ３
静 岡 県 告 示
第 370 号

萩原字東原・西田中字アイノ田・字ナカヲセ　5.0ha
H6.4開設

H11. ３ .10
御殿場市告示
第 30 号

旧秩父宮御別邸周辺　9.2ha
H15.4　一部開設

H14.11.20
御殿場市告示
第 193 号

区域変更　9.2ha（市道付替による駐車場区域の拡大等
+0.01ha)

H16. ４ .13
御殿場市告示
第 73 号

区域変更　9.8ha（市道で分断された区域の除外及び
竹林の追加　+0.6ha）

決定(変更)
告示年月日

決 定 ( 変 更 )
告 示 番 号

説明

5 ・ 4 ・1 秩父宮記念公園 総合

名　称 公園
種別
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（３）都市計画道路 

道路は、都市の交通のための機能、都市の美観や通風採光のための機能、防災機能、他の

公共公益的な施設（例えば、電気、ガス、水道等）のための機能、市街化を誘導する機能な

ど多くの機能を有しており、都市施設の根幹をなすものです。都市計画道路は、現在及び

将来のまちづくりを考え、適切な規模及び配置で計画しております。 

 御殿場市では、下表の 23 路線が都市計画決定され、順次整備が進められています。令

和 7 年 3 月現在、整備率は約 50.４%となっています。 

 

＜都市計画道路の計画決定(変更)及び整備の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

  

番 号 路 線 名
代表

幅員(m)

車線

数

全体

延長(m)
年 月 日

告 示
番 号

1・2・  1 第二東名自動車道 37 - 12,720 H ６ . ７ . ５ H ６ . ７ . ５ 県告 514 10,820 85

1・4・  2 御 殿 場 須 走 線 21 4 4,170 H ６ . ７ . ５ H26. ４ .22 県告 409 0 0

3・3・  1 深 沢 中 畑 線 30 4 6,120 S40. ７ .13 H26. ４ .22 県告 409 4,620 75 国道138号

3・4・  2 東 部 幹 線 20 2 8,480 S40. ７ .13 H24. ２ .28 県告 153 1,290 15

3・4・  3 高 根 富 士 岡 線 21 4 12,020 S46. ３ .31 H24. ２ .28 県告 153 12,020 100 国道246号

3・4・  4 御 殿 場 小 山 線 16 2 3,980 S35. ７ . ４ H24. ２ .28 県告 153 130 3 旧国道246号

3・4・  5 御殿場駅前通り線 16 2 180 S35. ７ . ４ H24. ２ .28 県告 153 180 100 駅前広場あり

3・4・  6 御 東 原 循 環 線 16 2 8,510 S40. ７ .13 H24. ２ .28 県告 153 4,630 54

3・4・  7 新 橋 深 沢 線 16 2 2,900 S40. ７ .13 H24. ２ .28 県告 153 2,180 75

3・4・11 新 橋 茱 萸 沢 線 18 2 1,020 S35. ７ . ４ H24. ２ .28 県告 153 400 39

3・5・12 東 田 中 仁 杉 線 12 2 4,920 S35. ７ . ４ H26. ４ .22 県告 409 0 0 旧国道138号

3・5・13 清 後 山 之 尻 線 12 2 600 S35. ７ . ４ H24. ２ .28 県告 153 0 0

3・4・15 駒 門 西 部 幹 線 16 2 2,970 S57.11.19 H24. ２ .28 県告 153 2,440 82

3・3・16 御 殿 場 高 根 線 25 4 7,240 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 2,260 31

3・3・17 高 根 西 部 幹 線 25 4 1,750 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 1,750 100

3・4・18 茱 萸 沢 中 畑 線 16 2 1,440 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 0 0

3・4・19 川 島 田 保 土 沢 線 16 2 1,250 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 0 0

3・4・20 北 久 原 幹 線 16 2 570 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 0 0

3・4・21 茱 萸 沢 上 小 林 線 16 2 3,010 H ６ . ７ . ５ H24. ２ .28 県告 153 0 0

3・4・22 神 場 板 妻 線 18 2 2,120 H ９ .11.14 H24. ２ .28 県告 153 1,210 57

3・5・25 永 原 高 根 線 12 2 3,920 H24. ２ .28 H24. ２ .28 市告   33 740 19

7・6・  1 東 田 中 鮎 沢 １ 号 線 10 2 750 S63. ６ .29 H24. ２ .28 市告   33 750 100

7・6・  2 東 田 中 鮎 沢 ２ 号 線 10 2 340 S63. ６ .29 H24. ２ .28 市告   33 340 100

計 23路線 90,980 45,760 50.3%

【出典】令和7年３月 静岡県の都市計画（資料編）

備 考

名 称 計 画 決 定
当初決定
年 月 日

最 終 決 定 改 良 済
延 長
（ m ）

整備率

（%）

(改良済のみ)

＜都市計画道路の番号について＞ 

 
 
 
 
 

区分１ 自動車専用道路 

区分３ 幹線街路 

区分７ 区画街路 

区分８ 特殊街路（歩行者等の専用道路） 

区分９ 特殊街路（都市ﾓﾉﾚｰﾙ専用道路等) 

区分 10 特殊街路（路面電車道） 

 

区分 規模 

区分毎の一連番号 

「３ ・４ ・７  新橋深沢線」 

規模１ 幅員 40ｍ以上 

規模２ 幅員 30ｍ以上 40ｍ未満 

規模３ 幅員 22ｍ以上 30ｍ未満 

規模４ 幅員 16ｍ以上 22ｍ未満 

規模５ 幅員 12ｍ以上 16ｍ未満 

規模６ 幅員 08ｍ以上 12ｍ未満 

規模７ 幅員 08ｍ未満 

 

都市計画道路の名称 
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＜都市計画道路の位置等の概要図＞ 

  

 

  

裾野市 

御殿場市 

神奈川県 

箱根町 

小山町 
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数 面積 数 面積 年月日 告示番号

御 殿 場 分流 710ha 710ha 9,400m 2 1,380㎡ 1 37,900㎡ H４.12.25
御殿場市告示

第191号

富 士 岡 分流 103ha 103ha 1,120m 0 ー 1 22,000㎡ H４.12.25
御殿場市告示

第192号

処理場 最終決定
処理区 処理方式

排水区域
(雨水=汚水)

処理区域 下水管渠
ポンプ場

区分 名　称 位　置 面　積

御殿場小山ごみ
処 理 総 合 施 設

御殿場市板妻字
直道、同割石、

神場字大通
11.3ha

告示年月日
告示番号

H22.10.28
御殿場市告示

第267号

そ
の
他
の
処
理
場

説　明

焼却施設
処理能力　143ｔ/日
再資源化施設
処理能力　24ｔ/日
最終処分場
埋立容量　33,000㎥

（４）下水道 

下水道は、家庭や工場などから出される汚水を衛生的に処理し川や海に返す施設です。 

御殿場市では、富士山から湧き出るきれいな水を守り、豊かな自然環境を後世に残せる

よう、計画的に下水道の整備を進めています。 

また、下水道整備を行うことが効率的ではない小規模・散在集落や市街化調整区域内の

住宅団地等では、下水道に代わる施設として、コミュニティ・プラント、合併浄化槽の整

備を図っていくことも必要です。 

 

＜決定状況＞ 

 

 

 

 

＜整備状況＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）その他処理場（ごみ処理総合施設） 

御殿場市・小山町広域行政組合では、御殿場・小山ＲＤＦセンターにかわる新たなごみ

焼却施設を板妻・神場地先に整備しました。この施設はＰＦＩ手法を導入し、焼却灰の資

源化ができる５方式の中から、民間事業者に技術提案を公募した結果、焼却方式（ストー

カ炉）＋焼却灰の外部処理を決定しています。 

 

 

 

 

  

数 面積(㎡) 数 面積(㎡)

御 殿 場 628ha 628ha 9,140m 1 511 1 37,766

富 士 岡 0 0 0 0 － 0 －
【出典】令和５年３月 静岡県の都市計画（資料編）

処理場
処理区

排水区域
(雨水=汚水)

処理区域 下水管渠
ポンプ場

↑富士山エコパーク内に建設された焼却センター 
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（６）汚物処理場・火葬場 

御殿場市・小山町広域行政組合衛生ｾﾝﾀｰでは、 

し尿と浄化槽汚泥を衛生的に処理しています。 

 

 

 

                            

御殿場市・小山町広域行政組合斎場は、 

告別式場や待合室も備えています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

７ 都市計画マスタープラン 

（１）都市計画マスタープランとは 

御殿場市都市計画マスタープラン

(都市マス)とは、都市計画法第１８

条の２の規定に基づき「市町村の都

市計画に関する基本的な方針」を定

めるものです。 

市町村が定める都市計画は、この

方針に即して定めることになります

ので、個別の都市計画の決定や変更

に際して、その方向性を示す重要な

役割を担っています。 

詳しくは御殿場市ＨＰ「御殿場市 

都市計画マスタープラン」をご確認 

ください。 

 

（２）都市計画マスタープランの

目標年次 

令和２年度に改訂された都市マス

は、長期的な将来ビジョンを示して

いますので、その目標年次を２０年

後の令和２２年としています。 

 

 

▲斎場 

▲衛生センター 

名　　称
決定告示
年月日

決定告示番号 都　市　計　画　の　説　明

御殿場市 ・小 山町
広 域 行 政 組 合
衛 生 セ ン タ ー

Ｓ58.３.９ 御殿場市告示　第28号
汚物処理場　面積：2.2ha
処理能力：140kl/日

名　　称
決定告示
年月日

決定告示番号 都　市　計　画　の　説　明

御殿場市 ・小 山町
広域行政 組合 斎場

S54.８.13 御殿場市告示　第82号
火葬場　面積：0.7ha
処理能力：炉３基、１基１日４体
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（３）都市計画マスタープランの内容 

都市マスでは都市計画区域内の土地をゾーンごとに色分けして、将来的な土地利用の計

画的な誘導を図っていきます。また、市内を６地区に分け、地区ごとの方針も定めていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 市街地開発事業 

市街地開発事業は、土地利用を計画的に誘導し、秩序ある市街地を形成するため、面的

な広がりをもった区域で総合的、一体的に行われる都市の整備事業です。 

 

（１）土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、土地の交換分合整頓（換地）により、土地の区画形状を整え、健

全な市街地の形成と土地の利用増進を図る事業です。 

この事業を行うと、道路や公園、水路等の公共施設が整備されるとともに、個々の宅地

が整形になり、道路に面するようになります。 

御殿場市では、平成７年に東田中鮎沢地区、平成１７年に神場南地区の土地区画整理事

業を完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東田中鮎沢地区 
施工前 

東田中鮎沢地区 
施工後 

告示年月日 告示番号 事業認可 換地処分

二 の 岡 S56.11.  2 S59.10.  9 12.7ha

駒 門 工 専 S57.11.  9 S63.  3.11 79.6ha

東田中鮎沢 S60.11.５ S60.11.５ 静岡県告示　第1031号 S61.  2.14 H  6.10.  7 32.9ha

中 山 大 坂 H  5.  6.  1 H18.11.17 2.8ha

神 場 南 H９.11.14 H11.３.10 御殿場市告示　第  29号 H10.  3.13 H15.  1.  7 33.4ha

土地区画整理事業

区　分 名　称
当初決定

告示年月日

最終決定
面　積

施行状況
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区　分 名　称 告示年月日 最終決定 説　明

市街地再開発事業
御殿場駅前
B-1・C-1地区

S59.10.１
静岡県告示
第817号

第一種市街地再開発事業
0.40ha

（２）市街地再開発事業 

市街地再開発事業は、低層で老朽化した建物の密集や公共施設の不足などから、生活環

境が悪化し効率的な土地利用が妨げられている地区について、敷地の共同利用により共同

建築物（再開発ビル）を建築し、合わせて道路や水路等の整備を行い、土地の有効利用を

図る事業です。 

御殿場市では、昭和５７年３月に作成した「御殿場駅前周辺地区再開発基本計画」に基

づき、平成元年にＢ－１地区及びＣ－１地区の市街地再開発事業が完成しました。 

 

 

 

 

 

 

  

完成したＢ－１、Ｃ－１地区 

昭和 60 年頃のＣ－１地区 

Ｂ－１地区 
C－１地区 
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９ 開発行為・土地利用 

（１）開発許可制度 
開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることにより、安全で

良好な宅地環境の整備を図ることを目的とした都市計画法に基づく制度です。 
「開発行為」とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更す

ることをいいます（都市計画法第４条第 12 項）。また、市街化調整区域では、開発行為を
伴わない「建築行為」も規制の対象となります。 

 
 

 
 

●許可が必要となる開発行為の規模 

都市計画区域 
都市計画区域以外の区域 

市街化区域 市街化調整区域 

1,000 ㎡以上の開発行為 全ての開発行為 10,000 ㎡以上の開発行為 

 

●開発許可等の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「御殿場市土地利用事業」指導要綱に係る行為 
 土地利用事業の適正な施行を誘導するため、次の行為を行う場合は、御殿場市土地利用

事業指導要綱に基づく手続きが必要になります。 
 

 
 

 
 

 
 

  

建 築 物…建築基準法第２条第１号に定める建築物 
第一種特定工作物…ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ、ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾗﾝﾄ、危険物貯蔵施設 等 
第二種特定工作物…１ha 以上の野球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓園 等 

技術基準（都市計画法第 33 条） 
… 開発区域の接する道路の幅員、開発区域内の道路や擁壁の設置方法、開発区域か

ら排出される雨水や汚水の処理方法、公園や緑地の確保などについての基準で
す。 区域を問わず、全ての開発行為に適用されます。 

立地基準（都市計画法第 34 条） 
… 市街化調整区域における開発行為と建築行為に適用されます。市街化調整区域

は、市街化を抑制すべき区域として建築物の建築などについて厳しい制限があ
り、立地基準を満たす限られた場合にしか建築などができません。 

（対象となる土地利用事業） 

・住宅、工場、倉庫、研修施設、遊戯施設、墓園、ペット霊園、廃棄物処理施設等、駐車場、資材

置き場、太陽光発電施設等の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更若しくは建築物

の建築又はその用途の変更に関する事業 

・現況有姿分譲（菜園等、建築物を目的としない土地の区画形質の変更で賃貸形式を含む。） 

・土石、温泉、地下水の採取を行う事業 

 （適用範囲） 
事前協議を要するもの 
・20,000 ㎡以上の土地利用事業 
・その他市長が必要と認める土地利用事業 

実施承認を要するもの 
・2,000 ㎡以上の土地利用事業 
・高さが地盤面から 13 メートル以上の建築物 
・廃棄物処理施設等 
・ペット霊園 
・地下水の採取（陽水機の吐出口の断面積が 14 ㎠ を超えるもの） 
・温泉源の採取 
・その他市長が必要と認める土地利用事業 
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・ 敷地面積２００㎡以上 
・ 建物の高さ１０ｍ以下（③に該当する場合は、高さ２０ｍ以下） 
・ 建蔽率５０％以下、容積率８０％以下 

（３）都市計画法第３４条第１１号の規定に基づく条例指定区域（開発条例） 
御殿場市では地域活力を維持するため、都市計画法第３４条第１１号に規定する条例を

平成２５年７月１日に制定しました。条例で指定する区域内においては、住宅等を建てる
ことができます。 

指定した区域は、東京電力御殿場変電所付近から日吉公園付近までの土地の区域で、国
道２４６号と県道御殿場富士公園線、市道３路線で囲まれた市街化調整区域の約７．７ha
です。 

また、条例の制定前後で、この条例以外の立地基準の取扱いに変更はありません。 
 
●条例で指定する区域内で建てることのできる建築物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●その他の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 区域内すべてで建てられる建築物の用途  
市街化区域の第１種低層住居専用地域で建てられる建築物  

  （例：住宅、共同住宅、老人ホーム、診療所など）  
② 区域内で幅員６ｍ以上の道路に接する土地で建てられる建築物の用途  
  （ただし、当該道路から３０ｍ以内のものに限ります。）  

① に加え、第２種低層住居専用地域に建てられる建築物  
  （例：店舗や飲食店などのうち、店舗・飲食店の面積が 150 ㎡以内のもの）  
③ 区域内で国道２４６号に接する土地で建てられる建築物の用途  

 （ただし、当該道路から５０ｍ以内のものに限ります。）  
① ②に加え、店舗や飲食店などのうち、店舗・飲食店の面積が 500 ㎡以内のもの  

  （第１種中高層住居専用地域に立地可能な店舗等をいいます。） 

市街化調整区域

市街化区域

ぐみ沢丸太

川島田

都市計画法第３４条第１１号の規定に基づく条例指定区域
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（４）市街化調整区域における地区計画適用関する基本方針 

 開発許可基準である都市計画法第 34 条第 10 号の地区計画制度の活用により、市街

化調整区域の性質を生かした適切な土地利用の誘導を図ることを目的として、令和５年１

月に基本方針を策定しました。 

 基本方針に基づいて地区計画の都市計画決定及び建築条例の制定後、地区計画の内容に

適合した建築物の建築のための開発行為や建築行為が可能となります。 

 
●地区計画策定の原則 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●地区計画適用候補エリア 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市街化調整区域としての性格を変えないこと  
地区計画の適用候補エリア（下図参照）に位置付けられており、かつ、運用基準など
に適合した区域でのみ策定が可能です。  

② 地域住⺠や土地所有者等が計画・整備の主体となること 
  主に地域住⺠や土地所有者により構成される地元組織などが中心となり、素案の作成

や市への立案を行うとともに、地区計画に定めた道路や公園などの整備を行います。 
③ 地区計画の妥当性・確実性が確保できていること 

 関係機関との協議や地域住⺠や関係者などへの周知、土地所有者などとの合意形成
が必要です。 
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10 景観 

 御殿場市は、富士山をはじめとした豊かな自然が四季折々のまちの表情（景観）を生み

出しています。 

 この良好な景観の形成のためには、既存の景観を保全するだけではなく、官民協働で景

観を阻害している要因を除却・縮減していくことも重要です。 

 

（１）景観行政団体 

 御殿場市では、よりきめ細やかな景観形成に取り組むため、平成 23 年度に景観法に基

づく景観行政団体へ移行しました。 

区分 告示年月日 告示番号 施行年月日 

景観行政団体 H24.2.6 御殿場市告示第 15 号 H26.4.1 

 

（２）景観計画・総合景観条例 

 景観行政団体へ移行後、景観法と屋外広告物法に基づく総合景観条例の制定や景観計画

の策定を行い、市内の景観向上のため官民協働で取り組んでいます。 

区分 告示年月日 告示番号 施行年月日 説明 

御殿場市 

総合景観条例 
H25.12.10 

御殿場市告示 

第 46 号 
H26.4.1 

景観法・屋外広告物法

に基づく総合景観条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 告示年月日 告示番号 施行年月日 景観計画指定区域 

御殿場市景観計画 H25.12.10 
御殿場市告示 

第 311 号 
H26.4.1 御殿場市全域 

凡  例 

景
観
整
備
重
点
地
区 

 東山・二の岡地区 

 国道 138 号等沿道地区 

 国道 246 号沿道地区 

 御殿場駅周辺地区 

市
全
域 

 一般規制地区 

 普通規制地区 

景観整備重点地区・屋外広告物規制図 
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高さ 10ｍ超 

延べ面積 1,000 ㎡超  

（重点地区の場合 250 ㎡超） 

（３）景観法に基づく届出 

 景観計画区域（御殿場市では市内全域）において、一定規模以上の建築物、工作物の建

設等、開発行為、及び特定照明については、景観法に基づく届出が必要です。詳しくは、

別冊「御殿場市景観計画」・「景観計画届け出の手引き」をご確認ください。 

 

 

 ・建築物の場合の届出対象 

●高さ 10ｍ超 

または 

●延べ面積 1,000 ㎡超 

（重点地区の場合、250 ㎡超） 

 

 

 

 

（４）屋外広告物の許可申請 

 屋外広告物を表示または設置する場合は、許可申請が必要です。申請の方法・許可の基

準について、詳しくは、別冊「御殿場市景観計画」・「屋外広告物の表示ルール」をご確認

ください。 
 

 

東山・二の岡地区 

国道 138 号等沿道地区 

国道 246 号沿道地区 

一般規制地区 

御殿場駅周辺地区 普通規制地区 

自家広告物

※1 

事業所等の敷地内におけ

る表示面積の合計が 5 ㎡

を超える場合、許可申請

が必要 

事業所等の敷地内にお

ける表示面積の合計が

10 ㎡を超える場合、許

可申請が必要 

事業所等の敷地内にお

ける表示面積の合計が

20 ㎡を超える場合、許

可申請が必要 

案内広告物 

※2 
許可申請が必要 許可申請が必要 許可申請が必要 

一般広告物 

※3 
掲出不可 許可申請が必要 許可申請が必要 

 

※1 自家広告物とは、店舗、事業所、営業所等に、自己の氏名や店名、営業内容等が表示され

ている広告物のことです。 

※2 案内広告物とは、道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物です。 

※3 一般広告物とは、自家広告物や案内広告物以外のものを指します。 

 

 

 

  

部分 
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●用途地域内の建築物の制限 

 

※参照：静岡県 GIS 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 非住宅部分の用途制限あり

① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④
② ③ ○ ○ ○ ⑤ ○ ○ ○ ○ ④

③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

○ ○ ○ ○ ○ ○ ④
○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下
▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲10,000㎡以下
▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲10,000㎡以下

▲ ○ ○ ○ ▲客席200㎡未満
○ ▲ ▲個室付浴場等を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲600㎡以下

▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲300㎡以下、2階以下
① 600㎡以下、1階以下
② 3,000㎡以下、2階以下
③ 2階以下

○ ○ ○ ○ ○ ○
▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲3,000㎡以下

① ① ① ○ ○ ○ ② ○ ○ ○ ○ ○

原動機の制限あり
①2階以下
②当該地域及びその周辺で生産さ
れた農作物を原料とする食品の製
造又は加工を主とする。２階以下

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
① ① ① ② ② ○ ○ ○

② ② ○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○
作業場の床面積
① 50㎡以下
② 150㎡以下
③ 300㎡以下
原動機の制限あり

量が非常に少ない施設 ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① 1,500㎡以下、2階以下
量が少ない施設 ○ ○ ○ ○ ○ ② 3,000㎡以下
量がやや多い施設 ○ ○ ○
量が多い施設 ○ ○

注）本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について記載したものではありません。

③ ○ ○ ○

原動機・作業内容の制限あり
作業場の床面積
① 50㎡以下
② 150㎡以下

② ③① ①

※一団地の敷地内について別に制限あり

② ② ③ ③ ○ ○①① ① ○ ○ ○ ○

公

共

施

設

・

病

院

・

学

校

等

幼稚園、小学校、中学校、高等学校

大学、高等専門学校、専修学校等

図書館、博物館等

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等

神社、寺院、教会等

病院

公衆浴場、診療所、保育所等

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

老人福祉センター、児童厚生施設等

自動車教習所

工

場

・

倉

庫

等

単独車庫（附属車庫を除く）

建築物附属自動車車庫

倉庫業倉庫

畜舎（15㎡を超えるもの）

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転

車店等で作業場の床面積が50㎡以下

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場

記載の制限

①、②、③については、建築物の延べ面積の2分の1以下かつ備考欄に

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯

蔵・処理の量

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

自動車修理工場

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場

農産物の生産、集荷、貯蔵施設

ホテル、旅館

遊

戯

施

設

・

　

風

俗

施

設

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等

カラオケボックス等

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等

キャバレー、個室付浴場等

事

務

所

等

事務所等の床面積が150㎡以下のもの

▲2階以下

事務所等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの

事務所等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

事務所等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

事務所等の床面積が3,000㎡を超えるもの

店

舗

等

店舗等の床面積が150㎡以下のもの

店舗等の床面積が150㎡を超え、500㎡以下のもの

店舗等の床面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のもの

店舗等の床面積が1,500㎡を超え、3,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が3,000㎡を超え、10,000㎡以下のもの

店舗等の床面積が10,000㎡を超えるもの

－　建てられない用途

①、②、③、④、▲ ― 面積、階数等の制限あり

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの

第
二
種
住
居
地
域

用途地域内の建築物の用途制限

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

第
一
種
住
居
地
域

田
園
住
居
地
域

①　日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具等の

サービス業用店舗のみ。2階以下。

②①に加えて物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀

行の支店・宅地建物取引業等のサービス業用店舗の

み。2階以下。

③2階以下。④物品販売店舗、飲食店を除く。⑤農産

物の販売等の店舗のみ。

工
業
専
用
地
域 備　　考

準
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
工
業
地
域

工
業
地
域

＜参考＞建築基準法・関係規定 
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●御殿場市における建築基準法上の形態制限 
地域・地区 容積率 日影規制 斜線制限 

法別表 

第４

(に)欄 

日影時間 平均ＧＬ 

からの 

高さ 

対象建築物 道路斜線 

適用距離

20ｍ 

隣地斜線 北側斜線 

5-10m 10m 超 

第一種低層 

住居専用地域 

80％ 1 3ｈ 2ｈ 
1.5ｍ 

軒高７m 超又は 

地上３階以上 
∠1.25 － 5m+∠1.25 

100％ 2 4ｈ 2.5ｈ 

第二種低層 

住居専用地域 
100％ 2 4ｈ 2.5ｈ 1.5ｍ 

軒高７m 超又は 

地上３階以上 
∠1.25 － 5m+∠1.25 

第一種中高層 

住居専用地域 

100％ 
1 3ｈ 2ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.25 20ｍ+∠1.25 10ｍ+∠1.25 

150％ 

第二種中高層 

住居専用地域 

150％ 1 3ｈ 2ｈ 
4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.25 20ｍ+∠1.25 10ｍ+∠1.25 

200％ 2 4ｈ 2.5ｈ 

第一種住居地域 200％ 1 4ｈ 2.5ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.25 20ｍ+∠1.25 － 

第二種住居地域 200％ 1 4ｈ 2.5ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.25 20ｍ+∠1.25 － 

準住居地域 200％ 1 4ｈ 2.5ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.25 20ｍ+∠1.25 － 

近隣商業地域 
200％ 2 5ｈ 3ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 

∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 
300％ － － － － － 

商業地域 400％ － － － － － ∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 

準工業地域 200％ 2 5ｈ 3ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 

工業地域 200％ － － － － － ∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 

工業専用地域 200％ － － － － － ∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 

用途地域の指定

のない区域 
200％ ロ・2 4ｈ 2.5ｈ 4ｍ 高さ 10m 超 ∠1.5 31ｍ+∠2.5 － 

※御殿場市の北緯 35゜17’ 東経 138°56’ 真北＝磁北＋６°１０Ｅ 

※建築基準法第２２条区域は、都市計画区域全域（準防火地域を除く）です。 

 

●敷地が異なる地域や地区などにまたがっている場合 

地域、地区など 適用方法 

容積率、建蔽率 敷地面積の加重平均※による 

外壁の後退距離、高さ制限、斜線制限、高度地区 それぞれの敷地が属する区域の制限を受ける 

用途地域、特別用途地区、高度利用地区、最低限敷地面積 敷地の過半が属する区域の制限を受ける 

防火地域、準防火地域、法第 22 条区域 建物がかかる区域のうち厳しい方の制限を受ける 

日影規制 
それぞれの対象区域に建築物があるとみなし、 

それぞれの区域の制限を受ける 

 

 

 

 

 

 

●建築計画概要書及び台帳記載事項証明書について 

御殿場市は、平成 14 年度に限定特定行政庁となったため、建築計画概要書及び台帳記載事項

証明書の取扱い範囲は、平成 14 年度以降に建築確認を受けた建築基準法第 6 条第 1 項第二号に

掲げる建築物のうち、木造の建築物（地階を除く階数が３以上であるもの、延べ面積が 300 ㎡を

超えるもの及び高さが 16ｍを超えるものを除く。）及び建築基準法第 6 条第 1 項第三号に掲げる

建築物（知事の許可を得たものを除く。）に限ります。 

※加重平均の例 図のような敷地の場合、

第一種住居地域 120 80

(120＋80) (120＋80)

120 80

80㎡ (120＋80) (120＋80)
＝260%

120㎡

近隣商業地域
建蔽率＝ ×80% ＋ ×60% ＝72%

容積率＝ ×300% ＋ ×200%

建蔽率 80%

容積率 300%

建蔽率 60%

容積率 200%



   27 

●市街化調整区域における制限 

 市街化調整区域における建築物の容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限は以

下のとおりです。 

 

  

都市計画区域外 

市街化調整区域 

市街化区域 

200 

60 0.6 

1.5 ２.5 

容積率[%]※ 

道路高さ制限に

係る勾配数値 
隣地高さ制限に

係る勾配係数 

12m 未満の前面

道路幅員による

容積率算定係数 

建蔽率[%]※ 

※平成１０年４月１日施行。この適用年月日前は容積率４００％、建蔽率７０％。 
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市議会での建築協定
条例制定

ない場合

公開の意見の聴取

特定行政庁の認可

公告・縦覧

効力発生

○建築協定で定める内容
 ・協定の土地の区域
 ・建築物に関する基準
 ・協定の有効期間
 ・違反した場合の措置等

住民、開発業者、公共団体によ
る街づくりのための話し合い

建築協定条例の存在の確認

建築協定書の作成

土地所有権、借地権者の合意

認可申請書の提出

公告縦覧

建築協定の名称 認可年月日 面積（ha）

東富士リサーチパーク
第三期地区

H2.7.9 18.24

富士見原住宅団地
A地区

H11.10.18 1.48

富士バードタウン
B地区

H13.5.2 3.5

チアーズガーデン川島田 H15.3.13 3.68

アーバンヒルズ神山 2.25H17.10.18

富士バードタウン
A地区

H8.9.20 6.35

富士見原住宅団地
B地区

H12.5.18 8.47

●建築協定 

建築協定は、地域の住民や土地所有者（地権者）など自らがきまりを定めて自らが運営していく制

度です。基準等に関する協議については、各協定の管理している団体へお問い合わせください。また、

協定書の内容は、静岡県 GIS で確認できます。 

 

□御殿場市内の建築協定           □建築協定のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<建築協定 位置図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東富士リサーチパーク 

第三期地区 

チアーズガーデン川島田 

富士バードタウン 
アーバンヒルズ神山 

富士見原住宅団地 
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東富士リサーチパーク第三期地区 

チアーズガーデン川島田 

富士バードタウン（Ｂ地区） 

アーバンヒルズ神山 

富士見原住宅団地（Ａ地区） 

富士見原住宅団地（Ｂ地区） 

富士バードタウン（Ａ地区） 
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内 容 担 当 等 連絡先※1 

本パンフレットに関すること 

用途地域に関すること 

都市計画図に関すること 

都市計画決定（変更）、都市計画施設に関すること 

地区計画の決定（変更）に関すること 

公有地の拡大の推進に関する法律に関すること 

景観計画、屋外広告物に関すること 

都
市
計
画
課 

計画スタッフ 82-4240 

開発行為に関すること 

既存宅地に関すること 

土地利用事業に関すること 

都市計画道路等の区域内に建築物を建築する場合の 

許可に関すること（都市計画法第 53 条の許可） 

地区計画区域内における行為の届出に関すること   

開発スタッフ 82-4222 

市街地開発事業（土地区画整理事業、市街地再開発事

業等）に関すること 

まちづくり推進課 

 都市整備スタッフ 
82-422７ 

都市公園に関すること 
公園緑地課 

 公園緑地スタッフ 
82-422６ 

建築基準法に基づく確認に関すること 

道路位置指定に関すること 

道路後退線に関すること 

斜線制限・日影規制に関すること  

建築協定に関すること 

建築住宅課 

建築指導スタッフ 
82-4224 

道路の認定、廃止等に関すること 

道路台帳に関すること 

道路及び河川の占用に関すること 

管理維持課 

管理占用スタッフ 
82-4220 

新東名高速道路に関すること 

新東名高速道路へのアクセス道路の整備に関すること 

道路河川課 

 建設総務スタッフ 
82-4330 

下水道に関すること 
下水道課（浄化センター） 

御殿場市竈 359 
84-5111 

国土利用計画法の届出に関すること 企画課 82-4421 

文化財に関すること 社会教育課 82-0339 

農地に関すること 農政課 82-4620 

森林に関すること 農林整備課 82-4621 

企業立地に関すること 商工振興課 82-4683 

自然公園に関すること 環境課 83-1603 

御殿場市内

にある関係

機関 

静岡県 沼津土木事務所 御殿場支所 
御殿場市竈 1113 

84-6100 

静岡県 東部農林事務所 御殿場支所 82-1611 

国土交通省沼津河川国道事務所 

御殿場国道維持出張所 
御殿場市東田中 1845-1 82-2488 

御殿場警察署 御殿場市北久原 439-2 84-0110 

静岡県 沼津土木事務所 都市計画課 

           建築住宅課 
沼津市高島本町 1-3 

055-920-2222 

055-920-2224 

＜問い合わせ一覧＞ 
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御殿場市役所  
都市建設部都市計画課 

〒４１２－８６０１ 

静岡県御殿場市萩原４８３番地 

電話（０５５０）８２－４２４０ 

FAX（０５５０）８２－４２３２ 

 

 令和８年 ４月  


